
証券コード　7826

2019年９月９日

株 主 各 位
東京都豊島区南大塚二丁目37番５号

株 式 会 社 フ ル ヤ 金 属
代表取締役社長 古 屋 堯 民

第51期定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第51期定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年９月25日（水曜日）午

後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2019年９月26日（木曜日）午前10時

２．場 所 東京都豊島区南大塚三丁目33番６号

ホテルベルクラシック東京　６階　コンコード

（末尾の会場ご案内をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第51期（2018年７月１日から2019年６月30日まで）事業報

　　告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計

　　算書類監査結果報告の件

２．第51期（2018年７月１日から2019年６月30日まで）計算書

　　類報告の件

決 議 事 項

　第１号議案 　剰余金処分の件

　第２号議案

　第３号議案

　取締役８名選任の件

　監査役３名選任の件

　第４号議案 　当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株

　式の付与のための報酬決定及び報酬額改定の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。

　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が

生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　

http://www.furuyametals.co.jp）に掲載させていただきます。
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　（提供書面）

第51期事業報告

( 2018年７月１日から
2019年６月30日まで )

Ⅰ．企業集団の現況

１．事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、好調な米国経済、企業の積極的

な設備投資、円安傾向などを背景に、前半は緩やかな回復傾向が続きました

が、米中貿易摩擦の激化やスマートフォンの販売不振の影響が徐々に顕在化

し始め、昨年末から減速感が増してきました。

このような経済環境の中、イリジウムルツボや半導体製造装置メーカー向

け温度センサーの受注は顧客の生産調整・出荷調整を受けて軟調な受注状況

が続き､有機ＥＬ向けや電極向けの貴金属原料・化合物、ＨＤ向けルテニウム

ターゲット及び銀合金ターゲット受注は後半減少したものの概ね堅調に推移

しました。また、一部貴金属価格の上昇と不足感を背景に顧客による前倒し

購入があり、売上高・利益ともに影響を受けました。その結果、当連結会計

年度において、売上高21,451百万円、売上総利益6,726百万円、営業利益4,462

百万円、経常利益4,484百万円、親会社株主に帰属する当期純利益2,709百万

円となりました。

セグメント別の連結売上高は次のとおりであります。

第50期
（2018年６月期）

第51期（当連結会計年度）
（2019年６月期）

増 減 率

売 上 高 構 成 比 売 上 高 構 成 比

百万円 ％ 百万円 ％ ％

電 子 5,342 25.4 3,604 16.8 △32.5

薄 膜 6,504 30.2 9,246 43.1 42.1

セ ン サ ー 2,446 11.6 2,228 10.4 △8.9

ケ ミ カ ル 6,706 31.8 6,223 29.0 △7.2

計 21,000 99.0 21,302 99.3 1.4

そ の 他 ( 注 ) 200 1.0 148 0.7 △26.2

合 計 21,201 100.0 21,451 100.0 1.2

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、仕入製品の販

売等であります。
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２．対処すべき課題

　　　当社の継続的課題といたしましては、高付加価値製品の開発並びに原価低

減の推進、貴金属の安定確保、環境・安全対策ガバナンス体制の構築等がご

ざいます。

　　　まず、高付加価値製品の開発並びに原価低減については、需要を的確に捉

え、営業・開発・製造の各部門が一体となり他社製品との差別化・高付加価

値化を図るとともに、製造工程を標準化し自動化並びに作業の効率化を進め､

品質の安定と原価低減を目指してまいります。

　　　次に、貴金属の安定確保については、貴金属回収技術の向上・新たな技術

確立を図り貴金属回収能力増強のための積極的な設備投資を行います。加え

て、三菱商事株式会社と田中貴金属工業株式会社・Sibanye Gold Limited と

の緊密な取引関係の維持・強化を基本方針とし相場環境に左右されない強固

な体質への転換を進めてまいります。

　　　また、当社は継続的な成長・発展と企業価値の増大を図るため、環境・安

全対策に真摯に取り組むとともに、ガバナンス体制を強化し、コーポレート・

ガバナンスの充実及び内部統制システムの円滑な運用を重要な経営課題と認

識し、鋭意取り組んでまいります。

３．設備投資の状況

　当連結会計年度における設備投資の総額は667百万円であります。

　当連結会計年度において重要な設備の新設、除却、売却等はありません。
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４．資金調達の状況

　当連結会計年度における金融機関からの長期借入金残高は、同借入額が800

百万円ありましたが、892百万円の返済をいたしましたので、92百万円減少

し、1,972百万円となりました。

　短期借入金残高は、自己株式取得が5,300百万円あり、8,000百万円となり

ました。

５．財産及び損益の状況

①企業集団の財産及び損益の状況

期　　別
項　　目

第 48 期
2016年６月期

第 49 期
2017年６月期

第 50 期
2018年６月期

第 51 期
2019年６月期

売 上 高(百万円) － － 21,201 21,451

経 常 利 益(百万円) － － 3,450 4,484

親会社株主に帰属
する当期純利益

(百万円) － － 2,375 2,709

１株当たり当期純利益 (円) － － 330.81 402.61

総 資 産(百万円) － － 22,382 29,793

純 資 産(百万円) － － 17,334 14,037

（注）1.第50期連結会計年度より連結計算書類を作成しているため、それ以前については記載

　　　　しておりません。

（注）2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

②当社の財産及び損益の状況

期　　別
項　　目

第 48 期
2016年６月期

第 49 期
2017年６月期

第 50 期
2018年６月期

第 51 期
2019年６月期

売 上 高(百万円) 17,382 14,742 21,046 21,163

経 常 利 益(百万円) 817 937 3,319 4,312

当 期 純 利 益(百万円) 341 501 2,274 2,573

１株当たり当期純利益(円) 47.56 69.79 316.80 382.46

総 資 産(百万円) 19,196 20,221 22,264 29,510

純 資 産(百万円) 14,973 15,264 17,206 13,780

（注）売上高には、消費税等は含まれておりません。
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６．重要な親会社及び子会社の状況

　（１）親会社の状況

　　　　　該当事項はありません。

　（２）重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議決権比率

主要な事業内容

株式会社韓国フルヤメタル 29百万円 100.0% 販売会社

株式会社米国フルヤメタル 59百万円 100.0% 販売会社

７．主要な事業内容（2019年６月30日現在）

　当社は、工業用貴金属製品の製造及び販売を主たる業務としております。

　当社製品のコアとなるプラチナグループメタル（略称＝ＰＧＭ：プラチナ・

イリジウム・パラジウム・ロジウム・ルテニウム）を中心とする貴金属は、

耐熱性・化学的安定性・良導電性・触媒活性等の優れた特性から、エレクト

ロニクス・光学ガラス・クリーンエネルギー・環境・医療等各分野の発展を

支える重要な使命を受けた素材といえます。当社は貴金属の中でも特に優れ

た性質を有するプラチナグループメタルに特化し、ルツボ（耐熱性容器）・

薄膜素材・熱電対（測温計）・貴金属化合物・化学触媒等の工業用貴金属製

品や触媒原料並びに触媒を製造販売しております。また、工業用貴金属のリ

サイクル・精製受託を行っております。当社の製品はその用途ごとに､「電

子」「薄膜」「センサー」「ケミカル」に大別されます。

(1）電子

　携帯電話のＳＡＷフィルター（必要な周波数信号を取り出すデバイス）、

光ファイバ増幅器内で使用される光アイソレーター（通信機器内の異常な反

射電波を阻止する電子部品）、癌診断に用いられるＰＥＴ装置のシンチレー

ター等の製造用に使用される酸化物単結晶（一定の光や電波を通し易い等の

機能を持った人工宝石）の育成に用いられるルツボ、ディスプレイ・各種レ

ンズ等のガラス溶解・成形に用いられる工業用貴金属製品等を製造販売して

おります。

(2）薄膜

　ＨＤ等磁気記録媒体の薄膜形成や次世代半導体に使用される貴金属スパッ

タリングターゲット（高純度ないし合金の貴金属板材）、スマートフォンの

タッチパネル配線に使用する銀合金（ＡＰＣ）スパッタリングターゲット等

の製造販売を行っております｡また、つくば研究開発センターの 新鋭スパッ

タリング装置を使用し、薄膜製造プロセスの受託を行っております。
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(3）センサー

　シリコン半導体製造、化合物半導体製造、ファインセラミックス製造等、

高温工程における継続的な温度の測定・制御に使用される熱電対を製造販売

しております。

(4）ケミカル

　各種触媒や有機EL・電極向けの貴金属化合物や触媒の製造販売、工業用貴

金属のリサイクル・精製受託を行っております。

８．主要な営業所及び工場（2019年６月30日現在）

　①当社の主要な営業所

本 社 　東京都豊島区南大塚二丁目37番５号

九 州 ビ ジ ネ ス ユ ニ ッ ト 　福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目7番35号

つ く ば 工 場 　茨城県筑西市森添島1915番地

つくば研究開発センター 　茨城県筑西市森添島1915番地

土 浦 工 場 　茨城県土浦市沢辺57番４

千 歳 工 場 　北海道千歳市泉沢1007番175

　②子会社

株式会社韓国フルヤメタル 　大韓民国ソウル特別市

株式会社米国フルヤメタル   アメリカ合衆国ニューハンプシャー州マンチェスター
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９．従業員の状況（2019年６月30日現在）

　①企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 （ 名 ） 前連結会計年度末比増減(名)

318 8増

（注）上記従業員数には、嘱託・派遣・パートタイマー（127名）は含んでおりません。

　②当社の従業員の状況

区 分 従 業 員 数 ( 名 ) 前期末比増減(名) 平 均 年 齢 ( 歳 ) 平均勤続年数(年)

男 子 255 12増 35.0 7.7

女 子 57 4減 31.8 8.4

合 計 312 8増 34.4 7.8

（注）上記従業員数には、嘱託・派遣・パートタイマー（127名）は含んでおりません。

10．主要な借入先の状況（2019年６月30日現在）

借 入 先 借　入　金　残　高　（百万円）

㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 4,431

㈱ み ず ほ 銀 行 2,615

㈱ 三 井 住 友 銀 行 1,670

㈱ り そ な 銀 行 510

日 本 生 命 保 険 （ 相 ） 355

㈱ 常 陽 銀 行 233

㈱ 日 本 政 策 投 資 銀 行 95

明 治 安 田 生 命 保 険 （ 相 ） 62

11．その他企業集団の現況に関する重要な事項

  該当事項はありません。

－ 7 －



Ⅱ．株式に関する事項

株式の状況（2019年６月30日現在）

(1) 発行可能株式総数 16,671,520株

(2) 発行済株式の総数（自己株式1,083,605株を除く） 6,181,607株

(3) 株主数 2,242名

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数（株） 持株比率（％）

田 中 貴 金 属 工 業 ㈱ 1,416,000 22.91

古 屋 堯 民 783,532 12.68

三 菱 商 事 ㈱ 452,288 7.32

Ｌ Ｏ Ｎ Ｍ Ｉ Ｎ 　 Ｐ Ｌ Ｃ 400,000 6.47

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱
( 信 託 口 )

255,200 4.13

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信
託 口 )

241,700 3.91

STATE STREET BANK AND TRUST 
C O M P A N Y  5 0 5 0 1 9

176,700 2.86

㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 140,000 2.26

BBH/SUMITOMO MITSUI TRUST (UK)LIMITED FOR SMT 
TRUSTEES(IRELAND) LIMITED FOR JAPAN SMALL CAP FUND CLT AC

124,400 2.01

古 屋 圭 紀 104,000 1.68

（注）持株比率は自己株式（1,083,605株）を控除して計算しております。

－ 8 －



Ⅲ．新株予約権等に関する事項
　①当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株

予約権等の内容の概要

名称

2010年第１回

株式報酬型

ストック・オプション

保有者の区分及び人数  当社取締役（社外取締役を除く）　２名

新株予約権の数  27個

新株予約権の目的となる株

式の種類と数（注）
 普通株式　2,700株（新株予約権1個につき100株）

付与日  2010年10月18日

権利確定条件

①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予

約権者」という。）は、当社の取締役の地位を喪

失した日の翌日から10日を経過する日までの間に

限り、新株予約権を行使することができるものと

する。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位

にある場合においても、2039年10月19日以降にお

いては新株予約権を行使することができるものと

する。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相

続人は、以下に定める場合には、定められた期間

内に限り新株予約権を行使することができるもの

とする。但し、当社が定める「組織再編成行為時

における新株予約権の取扱い」に従って新株予約

権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される

場合を除く。

・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、ま

たは、当社が完全子会社となる株式交換契約もし

くは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会

で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４

項の規定に従い委任された執行役の決定がなされ

た場合）当該承認または決定がなされた日の翌日

から15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとす

る｡
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名称

2010年第１回

株式報酬型

ストック・オプション

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自2010年10月19日

至2040年10月18日

新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり　469,803円

（１株当たり　4,698.03円）

権利行使価格 １円
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名称

2011年第２回

株式報酬型

ストック・オプション

保有者の区分及び人数  当社取締役（社外取締役を除く）　３名

新株予約権の数  30個

新株予約権の目的となる株

式の種類と数(注)
 普通株式　3,000株（新株予約権1個につき100株）

付与日  2011年10月17日

権利確定条件

①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予

約権者」という。）は、当社の取締役の地位を喪

失した日の翌日から10日を経過する日までの間に

限り、新株予約権を行使することができるものと

する。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位

にある場合においても、2040年10月18日以降にお

いては新株予約権を行使することができるものと

する。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相

続人は、以下に定める場合には、定められた期間

内に限り新株予約権を行使することができるもの

とする。但し、当社が定める「組織再編成行為時

における新株予約権の取扱い」に従って新株予約

権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される

場合を除く。

・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、ま

たは、当社が完全子会社となる株式交換契約もし

くは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会

で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４

項の規定に従い委任された執行役の決定がなされ

た場合）当該承認または決定がなされた日の翌日

から15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとす

る｡

－ 11 －



名称

2011年第２回

株式報酬型

ストック・オプション

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自2011年10月18日

至2041年10月17日

新株予約権の払込金額
新株予約権１個当たり　291,822円

（１株当たり　2,918.22円）

権利行使価格 １円

－ 12 －



名称

2012年第３回

株式報酬型

ストック・オプション

保有者の区分及び人数  当社取締役（社外取締役を除く）　３名

新株予約権の数  30個

新株予約権の目的となる株

式の種類と数(注)
 普通株式　3,000株（新株予約権1個につき100株）

付与日  2012年10月17日

権利確定条件

①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予

約権者」という。）は、当社の取締役の地位を喪

失した日の翌日から10日を経過する日までの間に

限り、新株予約権を行使することができるものと

する。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位

にある場合においても、2041年10月18日以降にお

いては新株予約権を行使することができるものと

する。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相

続人は、以下に定める場合には、定められた期間

内に限り新株予約権を行使することができるもの

とする。但し、当社が定める「組織再編成行為時

における新株予約権の取扱い」に従って新株予約

権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される

場合を除く。

・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、ま

たは、当社が完全子会社となる株式交換契約もし

くは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会

で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は､

当社の取締役会決議または会社法第416条第４項

の規定に従い委任された執行役の決定がなされた

場合）当該承認または決定がなされた日の翌日か

ら15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとす

る｡

－ 13 －



名称

2012年第３回

株式報酬型

ストック・オプション

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自2012年10月18日

至2042年10月17日

新株予約権の払込金額
新株予約権１個当たり　166,435円

（１株当たり　1,664.35円）

権利行使価格 １円

－ 14 －



名称

2013年第４回

株式報酬型

ストック・オプション

保有者の区分及び人数  当社取締役（社外取締役を除く）　３名

新株予約権の数  30個

新株予約権の目的となる株

式の種類と数(注)
 普通株式　3,000株（新株予約権1個につき100株）

付与日  2013年10月17日

権利確定条件

①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予

約権者」という。）は、当社の取締役の地位を喪

失した日の翌日から10日を経過する日までの間に

限り、新株予約権を行使することができるものと

する。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位

にある場合においても、2042年10月18日以降にお

いては新株予約権を行使することができるものと

する。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相

続人は、以下に定める場合には、定められた期間

内に限り新株予約権を行使することができるもの

とする。但し、当社が定める「組織再編成行為時

における新株予約権の取扱い」に従って新株予約

権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される

場合を除く。

・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、ま

たは、当社が完全子会社となる株式交換契約もし

くは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会

で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４

項の規定に従い委任された執行役の決定がなされ

た場合）当該承認または決定がなされた日の翌日

から15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとす

る｡

－ 15 －



名称

2013年第４回

株式報酬型

ストック・オプション

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自2013年10月18日

至2043年10月17日

新株予約権の払込金額
新株予約権１個当たり　221,011円

（１株当たり　2,210.11円）

権利行使価格 １円

－ 16 －



名称

2014年第５回

株式報酬型

ストック・オプション

保有者の区分及び人数  当社取締役（社外取締役を除く）　３名

新株予約権の数  30個

新株予約権の目的となる株

式の種類と数(注)
 普通株式　3,000株（新株予約権1個につき100株）

付与日  2014年10月17日

権利確定条件

①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予

約権者」という。）は、当社の取締役の地位を喪

失した日の翌日から10日を経過する日までの間に

限り、新株予約権を行使することができるものと

する。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位

にある場合においても、2043年10月18日以降にお

いては新株予約権を行使することができるものと

する。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相

続人は、以下に定める場合には、定められた期間

内に限り新株予約権を行使することができるもの

とする。但し、当社が定める「組織再編成行為時

における新株予約権の取扱い」に従って新株予約

権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される

場合を除く。

・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、ま

たは、当社が完全子会社となる株式交換契約もし

くは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会

で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４

項の規定に従い委任された執行役の決定がなされ

た場合）当該承認または決定がなされた日の翌日

から15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとす

る｡

－ 17 －



名称

2014年第５回

株式報酬型

ストック・オプション

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自2014年10月18日

至2044年10月17日

新株予約権の払込金額
新株予約権１個当たり　199,497円

（１株当たり　1,994.97円）

権利行使価格 １円

－ 18 －



名称

2015年第６回

株式報酬型

ストック・オプション

保有者の区分及び人数  当社取締役（社外取締役を除く）　４名

新株予約権の数  35個

新株予約権の目的となる株

式の種類と数(注)
 普通株式　3,500株（新株予約権1個につき100株）

付与日  2015年10月16日

権利確定条件

①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予

約権者」という。）は、当社の取締役の地位を喪

失した日の翌日から10日を経過する日までの間に

限り、新株予約権を行使することができるものと

する。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位

にある場合においても、2044年10月17日以降にお

いては新株予約権を行使することができるものと

する。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相

続人は、以下に定める場合には、定められた期間

内に限り新株予約権を行使することができるもの

とする。但し、当社が定める「組織再編成行為時

における新株予約権の取扱い」に従って新株予約

権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される

場合を除く。

・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、ま

たは、当社が完全子会社となる株式交換契約もし

くは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会

で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４

項の規定に従い委任された執行役の決定がなされ

た場合）当該承認または決定がなされた日の翌日

から15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとす

る｡

－ 19 －



名称

2015年第６回

株式報酬型

ストック・オプション

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自2015年10月17日

至2045年10月16日

新株予約権の払込金額
新株予約権１個当たり　155,595円

（１株当たり　1,555.95円）

権利行使価格 １円

－ 20 －



名称

2016年第７回

株式報酬型

ストック・オプション

保有者の区分及び人数  当社取締役（社外取締役を除く）　４名

新株予約権の数  37個

新株予約権の目的となる株

式の種類と数(注)
 普通株式　3,700株（新株予約権1個につき100株）

付与日  2016年10月17日

権利確定条件

①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予

約権者」という。）は、当社の取締役の地位を喪

失した日の翌日から10日を経過する日までの間に

限り、新株予約権を行使することができるものと

する。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位

にある場合においても、2045年10月18日以降にお

いては新株予約権を行使することができるものと

する。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相

続人は、以下に定める場合には、定められた期間

内に限り新株予約権を行使することができるもの

とする。但し、当社が定める「組織再編成行為時

における新株予約権の取扱い」に従って新株予約

権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される

場合を除く。

・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、ま

たは、当社が完全子会社となる株式交換契約もし

くは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会

で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４

項の規定に従い委任された執行役の決定がなされ

た場合）当該承認または決定がなされた日の翌日

から15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとす

る｡

－ 21 －



名称

2016年第７回

株式報酬型

ストック・オプション

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自2016年10月18日

至2046年10月17日

新株予約権の払込金額
新株予約権１個当たり　94,987円

（１株当たり　949.87円）

権利行使価格 １円

－ 22 －



名称

2017年第８回

株式報酬型

ストック・オプション

保有者の区分及び人数  当社取締役（社外取締役を除く）　５名

新株予約権の数  44個

新株予約権の目的となる株

式の種類と数(注)
 普通株式　4,400株（新株予約権1個につき100株）

付与日  2017年10月17日

権利確定条件

①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予

約権者」という。）は、当社の取締役の地位を喪

失した日の翌日から10日を経過する日までの間に

限り、新株予約権を行使することができるものと

する。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位

にある場合においても、2046年10月18日以降にお

いては新株予約権を行使することができるものと

する。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相

続人は、以下に定める場合には、定められた期間

内に限り新株予約権を行使することができるもの

とする。但し、当社が定める「組織再編成行為時

における新株予約権の取扱い」に従って新株予約

権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される

場合を除く。

・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、ま

たは、当社が完全子会社となる株式交換契約もし

くは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会

で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４

項の規定に従い委任された執行役の決定がなされ

た場合）当該承認または決定がなされた日の翌日

から15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとす

る｡

－ 23 －



名称

2017年第８回

株式報酬型

ストック・オプション

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自2017年10月18日

至2047年10月17日

新株予約権の払込金額
新株予約権１個当たり　345,797円

（１株当たり　3,457.97円）

権利行使価格 １円

－ 24 －



名称

2018年第９回

株式報酬型

ストック・オプション

保有者の区分及び人数  当社取締役（社外取締役を除く）　５名

新株予約権の数  58個

新株予約権の目的となる株

式の種類と数(注)
 普通株式　5,800株（新株予約権1個につき100株）

付与日  2018年10月17日

権利確定条件

①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予

約権者」という。）は、当社の取締役の地位を喪

失した日の翌日から10日を経過する日までの間に

限り、新株予約権を行使することができるものと

する。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位

にある場合においても、2047年10月18日以降にお

いては新株予約権を行使することができるものと

する。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相

続人は、以下に定める場合には、定められた期間

内に限り新株予約権を行使することができるもの

とする。但し、当社が定める「組織再編成行為時

における新株予約権の取扱い」に従って新株予約

権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される

場合を除く。

・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、ま

たは、当社が完全子会社となる株式交換契約もし

くは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会

で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４

項の規定に従い委任された執行役の決定がなされ

た場合）当該承認または決定がなされた日の翌日

から15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとす

る｡

－ 25 －



名称

2018年第９回

株式報酬型

ストック・オプション

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自2018年10月18日

至2048年10月17日

新株予約権の払込金額
新株予約権１個当たり　496,427円

（１株当たり　4,964.27円）

権利行使価格 １円

（注）株式数に換算して記載しております。

  ②当事業年度中に当社使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株

　　予約権等の内容の概要

　　該当事項はありません。

－ 26 －



Ⅳ．会社役員に関する事項
１．取締役及び監査役の状況（2019年６月30日現在）

地 位 氏 名 担 当 ま た は 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 古 屋 堯 民

取 締 役 丸 子 智 弘
つくば工場長兼素材・薄膜研究開発
部長兼つくば製造部長

取 締 役 大 石 一 夫 総務部長

取 締 役 榊 田 裕 之 経理部長

取 締 役 桑 原 秀 樹 営業部長

取 締 役 中 野 千 広

TANAKAホールディングス株式会社取
締役常務執行役員管理本部長
Metalor Technologies International SA取締役
LT Metal Co.,Ltd.理事
台湾田中貴金属工業股份有限公司董事

取 締 役 ウィルマ・スワーツ LONMIN PLC販売市場開拓本部長

常 勤 監 査 役 島 﨑 一 夫

監 査 役 福 嶋 弘 榮 弁護士

監 査 役 青 木 　 隆

（注）１．取締役中野千広氏及びウィルマ・スワーツ氏は、会社法第２条第15号に定める社外取

締役であります。

　　　２．監査役福嶋弘榮氏及び青木隆氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、

東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　　　３．当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は次の２名であります。

役 職 名 氏 名

執 行 役 員 営業部長 齋 藤 将 之

執 行 役 員 経営企画部長 田 中 　 扶

　２．当事業年度中に退任した取締役及び監査役に関する事項

　（１）2018年９月27日をもって、社外取締役平野伊三夫氏は辞任いたしまし

　　　　た｡

　（２）2019年１月31日をもって、社外取締役油木田祐策氏は辞任いたしまし

　　　　た｡なお、同氏は退任時において三菱商事RtMジャパン株式会社の貴金

　　　　属事業部長であります。
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３．取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 人 員 報酬等の総額

取 締 役
（う　 ち　 社　 外　 取　 締　 役）

５名
（－名）

185百万円
（－百万円）

監 査 役
（う　 ち　 社　 外　 監　 査　 役）

３名
（２名）

18百万円
（９百万円）

計 ８名 204百万円

（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

なお、上記のほか、使用人分給与として54百万円を支給しております。

２．2007年９月27日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200百万円以

内（但し、使用人分給与は含まない。）、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内と

決議いただいております。

４．社外役員に関する事項

　(１) 取締役　油木田祐策

　　①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係

　　　　三菱商事RtMジャパン株式会社総務部長であります。当社は三菱商事

RtMジャパン株式会社、三菱商事株式会社との間で原材料及び製品の仕

入､販売等の取引関係があります。

　　②　当事業年度における主な活動

　　　　2019年１月31日辞任するまでに開催された取締役会10回のうち６回出

席し、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言を

行っております。

　(２) 取締役　中野千広

　  ①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係

　　　　TANAKAホールディングス株式会社の取締役常務執行役員管理本部長で

あります。当社はTANAKAホールディングス株式会社の100%出資子会社で

ある田中貴金属工業株式会社との間で資本業務提携契約を締結し、イリ

ジウム等原材料及び製品の仕入、販売等の取引関係があります。

    ②　当事業年度における主な活動

　　　  就任以降開催された取締役会17回のうち12回出席し、取締役会の意思

決定の妥当性及び適正性を確保するための発言を行っております。
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　(３) 取締役　ウィルマ・スワーツ

　　①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係

　　　　LONMIN PLC販売市場開拓本部長であります。当社は同社が経営する南

アフリカ共和国の鉱山会社Western Platinum社から主要原材料を仕入れ

ております。

　　②　当事業年度における主な活動

　　　　開催された取締役会17回のうち13回出席し、取締役会の意思決定の妥

当性及び適正性を確保するための発言を行っております。

　(４) 監査役　福嶋弘榮

①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係

　該当事項はありません。

②　当事業年度における主な活動

　　　開催された取締役会17回のすべてに出席し、必要に応じ取締役会の意

思決定の妥当性及び正当性を確保するための発言を行っております。ま

た、監査役会は開催された14回のすべてに出席し、監査の方法その他の

監査役の職務の執行に関する事項について、意見の表明を行いました。

　(５) 監査役　青木隆

①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係

　該当事項はありません。

②　当事業年度における主な活動

　開催された取締役会17回のすべてに出席し、必要に応じ取締役会の意

思決定の妥当性及び正当性を確保するための発言を行っております。ま

た、開催された監査役会14回のすべてに出席し、監査の方法その他の監

査役の職務の執行に関する事項について、意見の表明を行いました。

５．責任限定契約の内容の概要

　当社は各社外取締役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任につい

て法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を締結

しております。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金５百万

円以上で、あらかじめ定めた額と法令の定める 低責任限度額とのいずれか

高い金額としております。

　当社は各監査役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任について法

令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結し

ております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金３百万円以上で、

あらかじめ定めた額と法令の定める 低責任限度額とのいずれか高い金額と

しております。
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Ⅴ．会計監査人の状況

１．会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

２．報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 23百万円

当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合

計額

23百万円

(1)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査と金融商

品取引法上の監査について、監査報酬等の額を明確に区分しておらず、か

つ、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等

の額には、これらの合計額を記載しております。

(2)監査役会は、会計監査人の監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並び

に過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報

酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意

の判断をいたしました。

３．会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　当社は、会計監査人が継続してその職責を全うする上で重要な疑義を抱く

事象が発生した場合には、監査役会の決定に基づき、解任または不再任に関

する議案を株主総会に上程する方針です。
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Ⅵ．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

（１）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の

適正を確保するための体制及び方針を決議しております。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するた

めの体制

　定款をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を役職員が法令・定

款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹

底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括

することとし、同部を中心に役職員の教育等を行う。内部監査部門は、総務

部と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期

的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為

等について従業員等が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・

運営する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

　文書管理規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁的

媒体（以下「文書等」という）に記録し、保存する。取締役及び監査役は、

文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等

に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの

制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的

リスク状況の監視及び全社的対応は総務部が行うものとする。新たに生じた

リスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定

める。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会は取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役

はその目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の権限分配・意思決定

ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、ＩＴを活用し

て取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする､

全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
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５．その他の当社並びにその子会社からなる企業集団（以下「当社グループ」

という）における業務の適正を確保するための体制

　当社の取締役または使用人に子会社取締役・当社の常勤監査役に子会社監

査役をそれぞれ兼務させることにより、子会社の業務執行に対して適切な管

理を行う。

　当社内部監査室による内部監査を当社グループ全体を対象とし横断的に適

用することで、当社グループ全体の適切な業務執行状況を評価する。

　子会社には、事業規模に相応しい体制の整備を求めるとともに、その整備

状況について定期的に報告を受け、必要に応じ改善を求めるものとする。

６．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、公共の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体からの不当な要求

等を一切排除する。その整備状況として、「企業倫理綱領」において、反社

会的勢力との関係遮断を明文化し周知徹底する。また、平素より関係行政機

関などから情報収集に努め、事案の発生時にはすみやかに担当部署へ報告・

相談するとともに、関係行政機関や法律の専門家と緊密に連携して適切に対

処する体制を構築する。

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役は、内部監査室所属の職員に監査業務に必要な事項を命令すること

ができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命

令に関して、取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとする。

８．監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性確保に関

する事項

　監査役の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令は監査役に帰属し、当

該使用人が必要な調査や情報収集に協力する体制を確保する。

９．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報

　告に関する体制

　取締役または使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大

な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットライ

ンによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備する。報告

の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査役会

との協議により決定する。
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10．監査役へ報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け

　ないことを確保するための体制

　役職員が監査役に報告をする機会と体制の確保にあたり当該報告をしたこ

とを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人

に周知徹底する。

11．監査役の職務の執行のための費用または債務の処理に関する方針に関する

事項

　取締役は監査役の職務執行について生ずる費用を法令に従って前払いまた

は償還する。

12．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役と代表取締役社長との間において随時意見交換会を設定する。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに効率的に行われ

ることの確保

　取締役会については、定例取締役会を12回、臨時取締役会を５回開催し、

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに効率的に行われる

ために、社外取締役が常時出席しました。

２．リスク管理体制

　内部統制基本方針に基づき、内部監査室が内部監査計画書を作成し、当社

グループを対象に内部監査を実施致しました。

３．コンプライアンス体制

　当社グループの従業員に対し、その階層に応じて必要なコンプライアンス

について、社内研修での教育及び会議体等での説明を行い、法令及び定款を

遵守するための取り組みを継続的に行っています。また、内部通報制度であ

る「コンプライアンス・ホットライン」についても、全従業員に対して周知

を継続しております。

４．監査役の監査が実効的に行われることの確保

　監査役は、取締役、内部監査室担当者その他の従業員及び会計監査人とそ

れぞれ定期的に意見交換を行いました。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2019年６月30日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

未 収 消 費 税 等

流 動 資 産 合 計

固 定 資 産

（有 形 固 定 資 産）

建 物 及 び 構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

建物及び構築物(純額)

機械装置及び運搬具

減 価 償 却 累 計 額

機械装置及び運搬具(純額)

土 地

リ ー ス 資 産

減 価 償 却 累 計 額

リース資産(純額)

建 設 仮 勘 定

そ の 他

減 価 償 却 累 計 額

そ の 他 ( 純 額 )

有形固定資産合計

（無 形 固 定 資 産）

リ ー ス 資 産

そ の 他

無形固定資産合計

（投資その他の資産）

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

投資その他の資産合計

固 定 資 産 合 計

1,748

2,499

539

1,590

12,841

86

595

19,901

6,013

△3,719

2,294

7,410

△3,766

3,643

1,724

272

△206

66

1,193

284

△237

47

8,970

0

51

52

28

735

107

△1

870

9,892

流 動 負 債

支払手形及び買掛金 2,329

リ ー ス 債 務 19

未 払 法 人 税 等 1,235

短 期 借 入 金 8,000

１年内返済予定の長期借入金 755

未 払 金 550

賞 与 引 当 金 267

役 員 賞 与 引 当 金 65

設 備 関 係 未 払 金 225

そ の 他 106

流 動 負 債 合 計 13,555

固 定 負 債

長 期 借 入 金 1,217

リ ー ス 債 務 47

退職給付に係る負債 504

資 産 除 去 債 務 25

長 期 未 払 金 401

そ の 他 4

固 定 負 債 合 計 2,201

負 債 合 計 15,756

純 資 産 の 部

株 主 資 本

（資 本 金） (5,445)

（資 本 剰 余 金） (5,414)

（利 益 剰 余 金） (8,647)

（自 己 株 式） (△5,552)

株 主 資 本 合 計 13,954

　その他の包括利益累計額

(その他有価証券評価差額金） (3)

(為替換算調整勘定) (△12)

その他の包括利益累計額合計 △9

新 株 予 約 権 92

純 資 産 合 計 14,037

資 産 合 計 29,793 負 債 純 資 産 合 計 29,793
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連 結 損 益 計 算 書

( 2018年７月１日から
2019年６月30日まで )

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 21,451

売 上 原 価 14,724

売 上 総 利 益 6,726

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,264

営 業 利 益 4,462

営 業 外 収 益

為 替 差 益 13

助 成 金 収 入 33

そ の 他 11

営 業 外 収 益 合 計 58

営 業 外 費 用

支 払 利 息 24

投 資 有 価 証 券 評 価 損 4

そ の 他 6

営 業 外 費 用 合 計 35

経 常 利 益 4,484

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,484

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,561

法 人 税 等 調 整 額 214

法 人 税 等 合 計 1,775

当 期 純 利 益 2,709

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 －

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,709
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連結株主資本等変動計算書

( 2018年７月１日から
2019年６月30日まで )

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 5,445 5,414 6,656 △252 17,263

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △718 △718

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

2,709 2,709

自 己 株 式 の 取 得 △5,300 △5,300

株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額
(純額)

当連結会計年度変動額合計 － － 1,991 △5,300 △3,308

当連結会計年度末残高 5,445 5,414 8,647 △5,552 13,954

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
その他の包括利
益累計額合計

当連結会計年度期首残高 12 △4 7 63 17,334

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △718

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

2,709

自 己 株 式 の 取 得 △5,300

株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額
(純額)

△9 △7 △17 28 11

当連結会計年度変動額合計 △9 △7 △17 28 △3,297

当連結会計年度末残高 3 △12 △9 92 14,037
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連 結 注 記 表
継続企業の前提に関する事項

　　該当事項はありません。

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項

　連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

　２社：株式会社韓国フルヤメタル、株式会社米国フルヤメタル

２．会計方針に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

②デリバティブ

時価法を採用しております。

③たな卸資産

イ．製品及び仕掛品

材料費部分は総平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）、加工費部分は個別法による原価法を採用しております。

ロ．原材料

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）を採用しております。なお、原材料の評価に際しては、金属の属性及び用途

を考慮のうえ、分類した種類単位をもって、評価方法適用単位としております。

ハ．商品

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）を採用しております。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

イ．2007年３月31日以前に取得したものは旧定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、旧定額

法を採用しております。

ロ．2007年４月１日以降に取得したものは定率法を採用しております。

ただし、建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。また、機

械装置の一部については、取替法を採用しております。
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ハ．2016年４月１日以降に取得した建物（附属設備を含む）及び構築物については、定額

法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　３年～38年

機械及び装置　　　　３年～10年

車両運搬具　　　　　３年～４年

工具、器具及び備品　３年～20年

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

(4)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

②賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当連結会計年度負

担分を計上しております。

③役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま

す。

(5)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。金利スワップについて特例処理の要件を充たし

ている場合には特例処理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…………金利スワップ

ヘッジ対象…………借入金の利息

③ヘッジ方針

主に当社の内規である「デリバティブ取引管理規程」に基づき、金利変動リスク、為

替変動リスクをヘッジしております。

④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計と相場変動の累計を基礎に

して、有効性を評価しております。
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　(6)その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務に基づき計上し

ております。

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は当連結会計年度の

費用として処理しております。

　(7)たな卸資産の固定資産振替

　当社は、従来より固定資産に計上している貴金属加工品に関連し、加工工程内に残存する

貴金属地金の管理が可能となる生産管理システムを試験的に運用してまいりましたが、当連

結会計年度において工程内地金の正確な重量管理が可能となったものと判断し、固定資産へ

の振替を行いました。

　これにより、「仕掛品」が938百万円減少し、「建設仮勘定」が938百万円増加しておりま

す。

表示方法の変更に関する注記

　(連結貸借対照表)

　(1)前連結会計年度において、「固定資産」の「有形固定資産」に属する資産の減価償却累計額

については当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示

しておりましたが、当連結会計年度においては当該各資産項目に対する控除科目として独立

掲記しております。

　(2)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16

日）を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に

表示し、繰延税金負債は、固定負債の区分に表示しております。
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連結貸借対照表に関する注記

１．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コミットメント契

　　約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

貸出コミットメントの総額 6,000百万円

貸出実行残高 2,700百万円

差引額 3,300百万円

２．債権流動化に伴う買戻し義務

　　債権流動化に伴う買戻し義務 392百万円

３．期末日満期手形

　　　連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。な

お、当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形

が当連結会計年度末日残高に含まれております。

　　受取手形 1百万円

連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度

期首株式数（株）

当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株）

当連結会計年度

末株式数（株）

発行済株式

普通株式 7,265,212 － － 7,265,212

合計 7,265,212 － － 7,265,212

自己株式

普通株式

（注）
83,569 1,000,036 － 1,083,605

合計 83,569 1,000,036 － 1,083,605

（注）当連結会計年度増加株数の普通株式は2019年１月17日に東京証券取引所における市場買付

によるものです。
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２．新株予約権に関する事項

区分
新株予約権の

内訳

新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) 当連結会計
年度末残高
（百万円）当連結会計

年度期首
当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

2010年第1回株
式報酬型スト
ック・オプショ
ンとしての新
株予約権

普通株式 2,700 - - 2,700 12

2011年第2回株
式報酬型スト
ック・オプショ
ンとしての新
株予約権

普通株式 3,000 - - 3,000 8

2012年第3回株
式報酬型スト
ック・オプショ
ンとしての新
株予約権

普通株式 3,000 - - 3,000 4

2013年第4回株
式報酬型スト
ック・オプショ
ンとしての新
株予約権

普通株式 3,000 - - 3,000 6

2014年第5回株
式報酬型スト
ック・オプショ
ンとしての新
株予約権

普通株式 3,000 - - 3,000 5

2015年第6回株
式報酬型スト
ック・オプショ
ンとしての新
株予約権

普通株式 3,500 - - 3,500 5

2016年第7回株
式報酬型スト
ック・オプショ
ンとしての新
株予約権

普通株式 3,700 - - 3,700 3

2017年第8回株
式報酬型スト
ック・オプショ
ンとしての新
株予約権

普通株式 4,400 - - 4,400 15

2018年第9回株
式報酬型スト
ック・オプショ
ンとしての新
株予約権（注
２）

普通株式 - 5,800 - 5,800 28

合計 - 26,300 5,800 - 32,100 92

　  (注)１．新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

　　　　２．2018年第９回株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の増加は、

　　　　　　ストック・オプションの発行によるものであります。
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３．当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類

配当金の

総額

（百万円）

１株当た

り配当額

（円）

基準日 効力発生日

2018年9月27日

定時株主総会
普通株式 718 100 2018年6月30日 2018年9月28日

４．当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議予定 株式の種類

配当金の

総額

（百万円）

配当の原資

１株当た

り配当額

（円）

基準日 効力発生日

2019年9月26日

定時株主総会
普通株式 432 利益剰余金 70 2019年6月30日 2019年9月27日
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金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

　(1) 金融商品に対する取組方針

　当社は、資金の運用を原則として元本の償還及び利息の支払いについて確実性の高い金

融商品によるものとし、安全性・流動性（換金性、市場性）・収益性を考慮して行ってお

ります。

　また、資金の調達については、株式市場からの資金調達及び、銀行等金融機関からの借

入により行っております。

　デリバティブ取引は、外貨建取引の為替変動リスク、並びに借入金の金利変動リスクを

回避するためにのみ利用し、投機目的による取引は行わない方針としております。

  (2) 金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該

リスクに関しては、取引の重要度に応じて、適宜与信管理に関する定め等を設け、取引先

ごとに債権の期日管理及び残高管理を行うとともに、重要な取引先の信用状況について逐

次把握することとしております。

　当社が、投資有価証券として保有している株式は、主に業務上の関係を有する上場企業

の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的にこれらの時価や発

行体の財務状況等を把握し、リスク軽減に努めております。

　デリバティブ取引に関しては、為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを、金利

スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しておりますが、為替予約取引及び金利

スワップ取引は、取引の相手方が信用度の高い国内の金融機関であることから、信用リス

クはほとんどないと認識しております。デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得

て行っております。

　営業債務である買掛金については、その支払期日が１年以内となっております。

　借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に長

期運転資金及び設備投資資金に係る資金調達であります。

　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社が月次資金計画

を作成するなどの方法により管理しております。

  (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んで

いるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがありま

す。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ

取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　　　2019年６月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

　　とおりであります。

　　　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

　　　（（注）２．参照）

連結貸借対照表

計上額

（百万円）

時価

（百万円）

差額

（百万円）

(1）現金及び預金 1,748 1,748 －

(2）受取手形 130 130 －

(3）売掛金 2,368 2,368 －

(4) 投資有価証券 7 7 －

資産計 4,255 4,255 －

(1）支払手形及び買掛金 2,329 2,329 －

(2）短期借入金 8,000 8,000 －

(3) 1年内返済予定の長期借入金 755 759 4

(4）リース債務（流動負債） 19 19 0

(5) 長期借入金 1,217 1,219 1

(6) リース債務（固定負債） 47 46 △1

負債計 12,369 12,374 4
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

（１）現金及び預金、（２）受取手形、（３）売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。

（４）投資有価証券

　これらの時価については、株式等は取引所の価格によっております。また、保有

目的ごとの有価証券に関する事項については、次のとおりであります。

その他有価証券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照
表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式 7 4 3

小計 7 4 3

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 － － －

小計 － － －

合計 7 4 3

　（注１）非上場株式（連結貸借対照表計上額21百万円）については、市場価格がなく、時価を

把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含

めておりません。

　（注２）当連結会計年度中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。
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負債

（１）支払手形及び買掛金　（２）短期借入金

　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

（３）1年内返済予定の長期借入金、（５）長期借入金

　これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される

利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（４）リース債務（流動負債）、（６）リース債務（固定負債）

　時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定

される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　　デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相

　当額は、次のとおりです。

ヘッジ会計の方法
デリバティブ取引の

種類等
主なヘッジ対象

契約額等

(百万円)

契約額等の

うち１年超

(百万円)

時価

(百万円)

金利スワップの

特例処理

金利スワップ取引

支払固定・受取変動
借入金の利息 335 162 （※）

（※）金利スワップの特例処理によるものは、長期借入金と一体として処理されているため、そ

　　　の時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

　非上場株式 21

　これらについては、市場価値がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

「資産（4）投資有価証券」には含めておりません。

－ 46 －



（注）３．金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

現金及び預金 1,748 － － － － －

受取手形 130 － － － － －

売掛金 2,368 － － － － －

合計 4,247 － － － － －

（注）４．金銭債務の決算日後の返済予定額

１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

支払手形及び買掛金 2,329 － － － － －

短期借入金 8,000 － － － － －

1年内返済予定の長期借入金 755 － － － － －

リース債務（流動負債） 19 － － － － －

長期借入金 － 580 385 205 47 －

リース債務（固定負債） － 14 11 8 8 4

合計 11,104 594 396 213 56 4

１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 2,255.99円

２．１株当たり当期純利益 402.61円

重要な後発事象

該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2019年６月30日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

未 収 消 費 税 等

そ の 他

流 動 資 産 合 計

固 定 資 産

（有 形 固 定 資 産）

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

有形固定資産合計

（無 形 固 定 資 産）

特 許 権

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

施 設 利 用 権

商 標 権

リ ー ス 資 産

無形固定資産合計

（投資その他の資産）

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

保 険 積 立 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金

そ の 他

投資その他の資産合計

固 定 資 産 合 計

1,347

130

2,472

501

1,590

12,841

77

595

15

19,571

2,235

57

3,643

0

46

1,724

66

1,193

8,967

0

14

2

34

0

0

52

28

59

48

2

736

△1

44

918

9,938

流 動 負 債

買 掛 金 2,301

短 期 借 入 金 8,000

１年内返済予定の長期借入金 755

リ ー ス 債 務 19

未 払 金 568

未 払 法 人 税 等 1,232

賞 与 引 当 金 259

役 員 賞 与 引 当 金 65

設 備 関 係 未 払 金 225

前 受 金 29

そ の 他 72

流 動 負 債 合 計 13,528

固 定 負 債

長 期 借 入 金 1,217

リ ー ス 債 務 47

長 期 未 払 金 401

退 職 給 付 引 当 金 504

資 産 除 去 債 務 25

そ の 他 4

固 定 負 債 合 計 2,200

負 債 合 計 15,729

純 資 産 の 部

株 主 資 本

（資 本 金） (5,445)

（資 本 剰 余 金）

資 本 準 備 金 5,414

資 本 剰 余 金 合 計 5,414

（利 益 剰 余 金）

利 益 準 備 金 9

その他利益剰余金

別 途 積 立 金 80

繰越利益剰余金 8,288

利益剰余金合計 8,378

（自 己 株 式） (△5,552)

株 主 資 本 合 計 13,685

評 価 ・ 換 算 差 額 等

（その他有価証券評価差額金） (3)

評価・換算差額等合計 3

新 株 予 約 権 92

純 資 産 合 計 13,780

資 産 合 計 29,510 負 債 純 資 産 合 計 29,510

－ 48 －



損 益 計 算 書

( 2018年７月１日から
2019年６月30日まで )

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高

製 品 売 上 高 20,357

商 品 売 上 高 806

売 上 高 合 計 21,163

売 上 原 価

製 品 売 上 原 価

製 品 期 首 た な 卸 高 320

当 期 製 品 製 造 原 価 13,918

合 計 14,238

製 品 期 末 た な 卸 高 501

製 品 売 上 原 価 13,737

商 品 売 上 原 価

商 品 期 首 た な 卸 高 0

当 期 商 品 仕 入 高 773

合 計 773

商 品 期 末 た な 卸 高 0

商 品 売 上 原 価 773

売 上 原 価 合 計 14,511

売 上 総 利 益 6,652

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,338

営 業 利 益 4,314

営 業 外 収 益

受 取 利 息 0

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 6

受 取 配 当 金 0

助 成 金 収 入 33

そ の 他 10

営 業 外 収 益 合 計 50

営 業 外 費 用

支 払 利 息 24

投 資 有 価 証 券 評 価 損 4

為 替 差 損 17

そ の 他 6

営 業 外 費 用 合 計 52

経 常 利 益 4,312

税 引 前 当 期 純 利 益 4,312

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,525

法 人 税 等 調 整 額 212

法 人 税 等 合 計 1,738

当 期 純 利 益 2,573
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株主資本等変動計算書

( 2018年７月１日から
2019年６月30日まで )

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計

資本準備金
資本剰余金
合　　　計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計別　　途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 5,445 5,414 5,414 9 80 6,433 6,522 △252 17,129

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △718 △718 △718

当 期 純 利 益 2,573 2,573 2,573

自 己 株 式 の 取 得 △5,300 △5,300

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － 1,855 1,855 △5,300 △3,444

当 期 末 残 高 5,445 5,414 5,414 9 80 8,288 8,378 △5,552 13,685

評 価 ・ 換 算 差 額 等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 12 12 63 17,206

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △718

当 期 純 利 益 2,573

自 己 株 式 の 取 得 △5,300

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

△9 △9 28 18

当 期 変 動 額 合 計 △9 △9 28 △3,425

当 期 末 残 高 3 3 92 13,780
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個 別 注 記 表
継続企業の前提に関する事項

　　該当事項はありません。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

　時価法を採用しております。

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 製品及び仕掛品

　材料費部分は総平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）、加工費部分は個別法による原価法を採用しております。

(2) 原材料

　総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）を採用しております。なお、原材料の評価に際しては、金属の属性及び用途を考慮のう

え、分類した種類単位をもって、評価方法適用単位としております。

(3) 商品

　個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）を採用しております。

４．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

①　2007年３月31日以前に取得したものは旧定率法を採用しております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、旧定額法

を採用しております。

②　2007年４月１日以降に取得したものは定率法を採用しております。

　ただし、建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。また、機械

装置の一部については、取替法を採用しております。
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③　2016年４月１日以降に取得した建物（附属設備を含む）及び構築物については、定額

　法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　３年～38年

機械及び装置　　　　３年～10年

車両運搬具　　　　　３年～４年

工具、器具及び備品　３年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

(3) リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。

６．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担分を

計上しております。

(3) 役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上してお

ります。

７．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。金利スワップについて特例処理の要件を充たしてい

る場合には特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段…………金利スワップ

ヘッジ対象…………借入金の利息

(3) ヘッジ方針

　主に当社の内規である「デリバティブ取引管理規程」に基づき、金利変動リスク、為替変

動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計と相場変動の累計を基礎にして、

有効性を評価しております。

－ 52 －



８．消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は当事業年度の費用

として処理しております。

９．たな卸資産の固定資産振替

　当社は、従来より固定資産に計上している貴金属加工品に関連し、加工工程内に残存する

貴金属地金の管理が可能となる生産管理システムを試験的に運用してまいりましたが、当事

業年度において工程内地金の正確な重量管理が可能となったものと判断し、固定資産への振

替を行いました。

　これにより、「仕掛品」が938百万円減少し、「建設仮勘定」が938百万円増加しておりま

す。

表示方法の変更に関する注記

　(貸借対照表)

１．前事業年度において、「固定資産」の「有形固定資産」に属する資産の減価償却累計額につ

いては当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示して

おりましたが、当事業年度においては当該各資産項目に対する控除科目として独立掲記して

おります。

２．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）

を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、

繰延税金負債は、固定負債の区分に表示しております。

貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額 7,710百万円

２．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コミットメント契

　　約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりで

　　あります。

貸出コミットメントの総額 6,000百万円

貸出実行残高 2,700百万円

差引額 3,300百万円
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３.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　　短期金銭債権 172百万円

　　短期金銭債務 18百万円

４．債権流動化に伴う買戻し義務

　　債権流動化に伴う買戻し義務 392百万円

５．期末日満期手形

　　事業年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、

　　当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が当事業年度

末日残高に含まれております。

　　受取手形 1百万円

損益計算書に関する注記

  関係会社との取引高

営業取引による取引高

　　売上高　　　　　782百万円

　　仕入高　　　　　229百万円

　　営業費用　　　　229百万円

営業取引以外の取引高

　　営業外収益　　　　5百万円
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株主資本等変動計算書に関する注記

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首

株式数（株）

当事業年度増加

株式数（株）

当事業年度減少

株式数（株）

当事業年度末株

式数（株）

自己株式

普通株式 83,569 1,000,036 － 1,083,605

合計 83,569 1,000,036 － 1,083,605

（注）当事業年度増加株数の普通株式は2019年１月17日に東京証券取引所における市場買付

によるものです

税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金繰入額否認 79百万円

退職給付引当金繰入額否認 154百万円

長期未払金否認 123百万円

未払事業税否認

役員賞与引当金繰入額否認

23百万円

20百万円

たな卸資産評価損

その他

697百万円

362百万円

繰延税金資産小計額 1,460百万円

評価性引当額 △718百万円

繰延税金資産合計額 742百万円

繰延税金負債

その他 △5百万円

繰延税金負債合計額 △5百万円

繰延税金資産の純額 736百万円

 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

固定資産－繰延税金資産 736百万円
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リースにより使用する固定資産に関する注記

ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

　　　①有形固定資産

　主として、生産設備「機械及び装置」、「工具・器具及び備品」であります。

　　　②無形固定資産

　ソフトウエアであります。

(2) リース資産の減価償却の方法

　重要な会計方針に係る事項に関する注記「４．固定資産の減価償却の方法」に記載のとお

りであります。

(3) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相当額
(百万円)

減価償却累計額相当額(百万円)
期末残高相当額

(百万円)

建 物 8 4 4

機 械 及 び 装 置 77 20 57

工具、器具及び備品 29 25 4

ソ フ ト ウ エ ア 3 2 0

合 計 120 52 67

  (4) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 19百万円

１年超 47百万円

合計 67百万円

(5) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 15百万円

減価償却費相当額 15百万円

(6) 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(7) 利息相当額の算定方法

　利息相当額は、利息法を適用しております。

－ 56 －



減損損失について

　リース資産に配分された減損損失はありません。

関連当事者との取引に関する注記

　親会社及び法人主要株主等

種類

会 社 等

の 名 称

又 は 氏

名

所在地

資 本 金

又 は 出

資金

(百万円)

事業の

内容又

は職業

議 決 権

等 の 所

有（被所

有）割合

（％）

関連当事者

との関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)

（注１）

科目

期末残高

(百万円)

（注１）

法人主

要株主

田 中 貴

金 属 工

業 株 式

会社

東京都

千代田区 500

貴金属

製品製

造・販売

(被所有)

直接

22.91

　　　　

仕入先

販売先

原材料

の仕入

（注２）

3,279 買掛金 334

製品の

販売

（注２）

500 売掛金 6

外注費

（注２）
100 未払金 16

雑費

（注２）
38 未払費用 0

法人主

要株主

の子会

社

三 菱 商

事 Ｒ ｔ

Ｍ ジ ャ

パ ン 株

式会社

（注３）

東京都

千代田区
3,143

金属資

源トレ

ーディ

ング

－
仕入先

販売先

原材料

の仕入

（注２）

2,652 買掛金 －

製品の

販売

（注２）

1 売掛金 －

雑費

（注２）
28 未払費用 －
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　子会社及び関連会社等

種類

会社等

の名称

又は氏

名

所在地

資 本 金

又 は 出

資金

(百万円)

事業の

内容又

は職業

議 決 権

等 の 所

有（被所

有）割合

（％）

関連当事者

との関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)

（注１）

科目

期末残高

(百万円)

（注１）

子会社

株式会

社韓国

フルヤ

メタル

大韓民国

ソウル

特別市

29 販売会社
直接

100

仕入先

販売先

原材料

の仕入

（注２）

229 買掛金 －

製品の

販売

（注２）

780 売掛金 160

営業外

収益

（注２）

2  未収入金 0

支払手

数料

（注２）

46

未払金 1

立替金 9

子会社

株式会

社米国

フルヤ

メタル

アメリカ

合衆国ニ

ューハン

プシャー

州マンチ

ェスター

59 販売会社
直接

100

仕入先

販売先

原材料

の仕入

（注２）

－ 買掛金 －

製品の

販売

（注２）

1 売掛金 0

営業外

収益

（注２）

3 未収入金 0

支払手

数料

（注２）

183

未払金 17

立替金 0

前払費用 0

（注）１．上記の金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等

　　　　　が含まれております。

　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針

　　　　　製品の販売及び原材料の仕入等については、市場価格を参考に決定しております。

　　　３．2019年1月17日付けで三菱商事株式会社保有する弊社の株式の一部を譲渡しており、

三菱商事株式会社は関連当事者の範囲から外れております。それに伴い、子会社であ

る三菱商事RtMジャパン株式会社についても関連当事者の範囲から外れております。

取引金額は関連当事者であった期間における取引金額になります。
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１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 2,214.38円

２．１株当たり当期純利益 382.46円

重要な後発事象

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年８月20日

株式会社フルヤ金属
取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 藤　本　浩　巳 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 秋　元　宏　樹 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社フルヤ金属の2018年7月1日
から2019年6月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検
討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、株式会社フルヤ金属及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計
算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年８月20日

株式会社フルヤ金属
取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 藤　本　浩　巳 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 秋　元　宏　樹 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社フルヤ金属の2018年
7月1日から2019年6月30日までの第51期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行っ
た。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2018年７月１日から2019年６月30日までの第51期事業年度の取締役の職

務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を

作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分

担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集

及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

　①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社

及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社

については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要

に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を

確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め

る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体

制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状

況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし

た。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び

に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結

注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大

な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。ま

た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行

についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 　計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 　連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　　2019年９月５日

株式会社フルヤ金属　監査役会

常勤監査役 島 﨑 一 夫 ㊞

社外監査役 福 嶋 弘 榮 ㊞

社外監査役 青 木 　 隆 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

　剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

　第51期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開

等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社株式１株につき金70円

　なお、この場合の配当総額は432,712,490円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　2019年９月27日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役８名選任の件

　取締役古屋堯民、丸子智弘、大石一夫、榊田裕之、桑原秀樹、中野千広の６名

は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、取締役油木田裕策氏は、

2019年１月31日、取締役ウィルマ・スワーツ氏は、2019年８月31日をもって辞任

いたしました。つきましては、取締役８名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者

番 号

ふ り が な

氏 名

（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社

の 株 式 数

１

ふる

古
や

屋
たか

堯
ひと

民

(1943年８月23日生)

1972年３月　当社入社

1976年３月　営業部長就任

1987年８月　代表取締役社長就任（現任）

783,532株

２

まる

丸
こ

子
とも

智
ひろ

弘

(1966年３月26日生)

1991年４月　当社入社

2005年７月　研究開発部長就任

2007年10月　執行役員製造部長兼研究開発部長就任

2009年４月　執行役員つくば工場長兼業務部長就任

2009年９月　取締役つくば工場長兼工場管理部長兼

　　　　　　品質保証部長就任

2015年７月　取締役第一研究開発部長兼

　　　　　　第一製造部長就任

2017年７月　取締役つくば工場長兼

　　　　　　素材・薄膜研究開発部長兼

　　　　　　薄膜材料製造部長兼

　　　　　　貴金属器具製造部長就任

2018年８月　取締役つくば工場長兼

　　　　　　素材・薄膜研究開発部長兼

　　　　　　薄膜材料製造部長兼

　　　　　　貴金属器具製造部長兼管理部長就任

2019年２月　取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開

　　　　　　発部長兼つくば製造部長就任（現任)

10,400株

３

おお

大
いし

石
かず

一
お

夫

(1955年９月17日生)

2008年３月　当社入社

2008年７月　経理部長就任

2009年10月　執行役員経理部長就任

2011年７月　執行役員総務部長就任

2011年９月　取締役総務部長就任（現任）

1,000株
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候補者

番 号

ふ り が な

氏 名

（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社

の 株 式 数

４

さかき

榊
だ

田
ひろ

裕
ゆき

之

(1957年４月24日生)

2009年12月　当社入社

2011年７月　経理部長就任

2013年10月　執行役員経理部長就任

2015年９月　取締役経理部長就任（現任）

1,000株

５

くわ

桑
ばら

原
ひで

秀
き

樹

(1961年８月29日生)

2013年７月　当社入社

2013年９月　営業本部第二営業部営業担当部長就任

2014年７月　製品営業部長就任

2014年９月　執行役員製品営業部長就任

2017年７月　執行役員営業部長就任

2017年９月　取締役営業部長就任（現任)

1,600株

６

た

田
なか

中
 

　
たすく

扶

(1959年９月10日生)

（新任）

2012年９月　当社入社

2013年１月　製造部長就任

2014年１月　つくば工場長兼製造部長就任

2014年10月　執行役員つくば工場長兼製造部長就任

2015年７月　執行役員つくば工場長兼

　　　　　　第二製造部長就任

2017年７月　執行役員センサー製造部長就任

2019年２月　執行役員経営企画部長就任（現任）

600株
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候補者

番 号

ふ り が な

氏 名

（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社

の 株 式 数

７

なか

中
の

野
ち

千
ひろ

広

(1958年７月24日生)

1977年３月　田中貴金属工業株式会社業務部入社

1989年３月　田中電子工業株式会社経理部

1993年９月　田中エレクトロニクス・シンガポール

　　　　　　株式会社　Advisor

2006年７月　田中貴金属工業株式会社

　　　　　　財務・経理部部長就任

2008年３月　田中貴金属工業株式会社筑波事業所

　　　　　　事業所長就任

2009年10月　TANAKAホールディングス株式会社

　　　　　　事業戦略企画部部長就任

2010年４月　TANAKAホールディングス株式会社

　　　　　　執行役員事業戦略企画部部長就任

2012年４月　TANAKAホールディングス株式会社

　　　　　　執行役員事業戦略本部副本部長就任

2012年６月　TANAKAホールディングス株式会社

　　　　　　取締役事業戦略本部副本部長就任

2014年４月　TANAKAホールディングス株式会社

　　　　　　常務取締役事業戦略本部副本部長就任

2015年４月　TANAKAホールディングス株式会社

　　　　　　取締役常務執行役員管理本部長就任（現任）

2016年９月　Metalor Technologies International SA

　　　　　　取締役就任（現任）

2018年４月　LT Metal Co.,Ltd.理事就任（現任）

2018年９月　当社社外取締役就任（現任）

2019年４月　台湾田中貴金属工業股份有限公司

　　　　　　董事就任（現任）

－株

８

リチャード・スチュワート

(1975年11月１日生)

（新任）

2014年５月　Sibanye Gold Limited 入社

2015年５月　同社Executive Vice President:Business

　　　　　　Development 就任（現任）
－株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．中野千広氏及びリチャード・スチュワート氏は、社外取締役候補者で

あります。
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３．社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。

　　社外取締役候補者の選任理由について

①　中野千広氏につきましては、TANAKAホールディングス株式会社取締

役常務執行役員管理本部長であり、当社の経営事項の決定及び業務

執行に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役

として選任をお願いするものであります。中野千広氏は、現在当社

の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は１年と

なります。

②　リチャード・スチュワート氏につきましては、Sibanye Gold 

Limited Executive Vice Presidentとして国際的なビジネス活動

についての知識・経験・ネットワークを当社の経営に活かしていた

だきたいため、社外取締役として選任をお願いするものでありま

す。

４．当社は中野千広氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任につ

いて法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する

（損害賠償責任の限度額は、金５百万円以上で、あらかじめ定めた額

と法令の定める 低責任限度額とのいずれか高い額とする）内容の責

任限定契約を締結しており、中野千広氏の再任が承認された場合は､当

該契約を継続する予定であります。また、リチャード・スチュワート

氏が選任された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であり

ます。
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第３号議案　監査役３名選任の件

　監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま

しては、監査役３名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者

番 号

ふ り が な

氏 名

（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社

の 株 式 数

１

しま

島
ざき

﨑
かず

一
お

夫

(1955年８月29日生)

1980年８月　当社入社

2002年７月　つくば工場長兼業務管理室長就任

2003年10月　執行役員つくば工場長兼業務管理室長

　　　　　　就任

2007年９月　取締役就任

2010年４月　取締役内部監査室長兼業務管理部長就任

2017年９月　当社常勤監査役就任（現任）

2,000株

２

ふく

福
しま

嶋
ひろ

弘
え

榮

(1947年９月18日生)

1977年４月　弁護士登録（第一東京弁護士会）

2005年９月　当社監査役（現任) 300株

３

やま

山
なか

中
やす

康
お

雄

(1955年10月10日生)

（新任）

1978年４月　三菱商事株式会社入社

1981年７月　オーストラリア三菱商事本店

1993年11月　MC COAL SALES出向

2010年４月　オーストラリア三菱商事パース支店長

　　　　　　就任

2015年４月　三菱商事RtMジャパン株式会社出向

　　　　　　同社副社長執行役員就任

2015年10月　三菱商事株式会社定年退職

　　　　　　三菱商事RtMジャパン株式会社転籍

2018年４月　三菱商事RtMジャパン株式会社

　　　　　　非常勤顧問就任

2019年３月　三菱商事RtMジャパン株式会社

　　　　　　非常勤顧問退任

－株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２．福嶋弘榮氏及び山中康雄氏は、社外監査役候補者であります。福嶋弘

榮氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　　　３．福嶋弘榮氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護

士としての専門知識・経験等を当社の監査体制に活かし、コーポレー

ト・ガバナンス機能の強化を図るべく、社外監査役として選任をお願

いするものです。

　　　　　なお、同氏の監査役の在任期間は14年となります。
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　　　４．山中康雄氏は、当社の主要取引先である三菱商事株式会社に在籍して

いた際の国内外でのビジネス活動の豊富な経験と実績に加え、高い見

識を有しており、その経験及び見識を活かし積極的な意見・提言をい

ただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス機能の強化を図

るべく､社外監査役として選任をお願いするものです。

　　　５．当社は島﨑一夫氏及び福嶋弘榮氏との間で、会社法第423条第１項の損

害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償

責任を限定する（損害賠償責任の限度額は、金３百万円以上で、あら

かじめ定めた額と法令の定める 低責任限度額とのいずれか高い額と

する）内容の責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合は、

両氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、山中康雄氏

が選任された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定でありま

す。
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第４号議案　当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付

　　　　　　与のための報酬決定及び報酬額改定の件

　当社の取締役の報酬額は、2007年９月27日開催の第39期定時株主総会において､

年額200百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と

承認いただいております。また、2015年９月28日開催の第47期定時株主総会にお

いて、当該報酬額の範囲内で、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取

締役」といいます。）に対する報酬として付与する株式報酬型ストックオプショ

ンの総数について、年間、当社普通株式8,000株を上限とすることについてもご承

認いただいております。

　今般、当社は当社の対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ

ンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ

とを目的として、現行の株式報酬型ストックオプション制度に代え、一定の株式

譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式（以下「譲

渡制限付株式」といいます。）を下記のとおり割当てることといたしたく存じま

す。

　また、対象となる各対象取締役に対し譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度

（以下「本制度」といいます。）導入に伴い、上記の取締役の報酬額を譲渡制限

付株式の付与のために支給する報酬と他の報酬を合わせて、現行の年額200百万円

以内から年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内とし、使用人

兼務取締役の使用人分給与は含まない。）に改定することにつき、ご承認をお願

いいたしたいと存じます。なお、本議案をご承認いただいた場合には、現行の取

締役に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬を廃止し、以後、株式

報酬型ストックオプションとしての割当てのための報酬は支給しないものといた

します。

　なお、現在の取締役は６名（うち社外取締役１名）ですが、第２号議案を原案

どおり承認いただいた場合は８名（うち社外取締役２名）となり対象取締役は６

名となります。

　１．　譲渡制限付株式の割当て及び払込み

　　　本制度は、当社の対象取締役に対して、譲渡制限付株式に関する報酬とし

て上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報

酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割

当てを受けます。

　　　なお、譲渡制限付株式の払込金額は、当社取締役会決議の日の前営業日に

おける東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立して
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いない場合は、直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引

き受ける対象取締役に特に有利な金額とはならない範囲で当社取締役会にお

いて決定します。

　　　また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意してい

ること及び下記３．に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結して

いることを条件として支給します。

　２．　譲渡制限付株式の総数

　　　対象取締役に対して割当てる譲渡制限付株式の30,000株を、各事業年度に

おいて割当てる譲渡制限付株式の上限とします。

　　　ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割または株式併合

が行われた場合その他これらの場合に準じて割当てる譲渡制限付株式の総数

の調整を必要とする場合には､当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整す

ることができるものとします。

　３.　譲渡制限付株式割当契約の内容

　　　当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡

制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとします。

　　（１）　譲渡制限の内容

譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、10年間から30年間まで

の間で当社の取締役会が定める期間（以下「本譲渡制限期間」という。）、

譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本

割当株式」という。）について、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲

渡担保権の設定、生前贈与、遺贈、その他一切の処分行為をすることが

できないものとします。

　　（２）　譲渡制限付株式の無償取得

当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、本譲渡制限期

間が満了する前に当社の取締役の地位を退任した場合には、当社の取締

役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然

に無償で取得します。

また、本割当株式のうち上記（１）の譲渡制限期間が満了した時点にお

いて下記（３）の譲渡制限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除

されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得しま

す。
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　　（３）　譲渡制限の解除

当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間

中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当

株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限

を解除します。

ただし、対象取締役が、当社の取締役会が正当と認める理由により、本

譲渡制限期間が満了する前に取締役を退任または退職した場合には、譲

渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要

に応じて合理的に調整するものとします。

　　（４）　組織再編等における取扱い

当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が

完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等

に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社

の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で

承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開

始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定め

る数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲

渡制限を解除します。上記に規定する場合には、当社は、譲渡制限が解

除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当

株式を当然に無償で取得します。

　　（５）　その他の事項

本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるも

のとします。

以上
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株主総会会場ご案内

ホテル
ベルクラシック

東京

ＪＲ山手線

JR　大　塚　駅

西巣鴨中

至後楽園

向原駅

交番

至池袋
東京メトロ
　丸ノ内線 新大塚駅

都立大塚病院

都
電
荒
川
線

至池袋
大塚駅前駅

至巣鴨

巣鴨小

南口

北口

東福寺

JR大塚 南口ビル

会　場 東京都豊島区南大塚三丁目33番６号

ホテルベルクラシック東京　６階　コンコード

電話　03－5950－1200（代表）

寄駅 ＪＲ山手線　大塚駅　南口より　　　徒歩約２分

都電荒川線　大塚駅前駅より　　　　徒歩約２分

東京メトロ丸ノ内線　新大塚駅より　徒歩約７分


